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京都府マンション管理士会 

広報委員会特別ＰＴ 

添付資料   「標準管理規約改正内容（令和 7 年 10 月）」のポイント 

 

1．改正標準管理規約に準拠して、みなさんのマンションの管理規約の内容を変更しないと、区分

所有法に抵触する条文（条文内容は添付資料参照） 
 

改正 標準管理規約 現行 標準管理規約 
（損害保険契約の締結） 

第 24 条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災

保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを

承認する。 
 
 
 

（保険金等の請求及び受領等） 
第 24 条の２ 理事長は、前条の契約に基づく保険金並びに敷

地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得

による返還金（以下「保険金等」という。）の請求及び受領

について、区分所有者及び区分所有者であった者（以下「旧

区分所有者」という。）を代理する。 
２ 理事長は、理事会の決議を経て、保険金等の請求及び受

領に関し、区分所有者及び旧区分所有者のために、訴訟に

おいて原告又は被告となること、その他法的措置をとるこ

とができる。 
３ 保険金等の請求及び受領は、前２項の規定によらなけれ

ば、これを行うことができない。 
４ 区分所有者は、区分所有権を譲渡した場合において、区

分所有法第 26 条第２項の別段の意思表示を行わない。 
５ 保険金等は、これが生じた原因となる敷地及び共用部分

等の瑕疵の修繕のために必要な費用に充当する。ただし、

当該費用に充当してなお残余があるとき、敷地及び共用部

分等の瑕疵の修繕を要しないとき、又は理事長が保険金等

を受領した時に既に修繕を終えているときは、管理組合は、

当該保険金等を第 27 条に定める費用に充当し、若しくは修

繕積立金に組み入れ、又は既にした修繕のために費用を負

担した者に対する償還に充てることができる。 
６ 第１項及び第２項の規定に基づき区分所有者を相手方と

して敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金及び不

当利得による返還金の請求をする場合、理事長は、当該区

分所有者に対し、違約金としての弁護士費用その他の諸費

用を請求することができる。 
７ 前項の規定に基づき請求した弁護士費用その他の諸費用

に相当する収納金は、第 27 条に定める費用に充当する。 
８ 理事長は、第２項の規定に基づき区分所有者及び旧区分

所有者のために原告又は被告となったときは、遅滞なく、

区分所有者及び旧区分所有者にその旨を通知しなければな

らない。この場合において、第 43 条第２項及び第３項の規

定は、区分所有者への通知について準用する。 
 

（損害保険） 
第 24 条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保

険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認

する。 
２ 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領に

ついて、区分所有者を代理する。 
 

（招集手続） 
第 43 条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２

週間前（会議の目的がマンション再生等に係る決議である

ときは２か月前）までに、会議の日時、場所（WEB 会議シ

ステム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法）、

目的及び議案の要領を示して、組合員に通知を発しなけれ

ばならない。 
２ 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて

先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に

対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するも

のとし、組合員から第 31 条の３第１項の届出があったとき

（招集手続） 
第 43 条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２

週間前（会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決

議であるときは２か月前）までに、会議の日時、場所（WEB
会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方

法）及び、目的を示して、組合員に通知を発しなければなら

ない。 
２ 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先

に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対し

ては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとす

る。 
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は、その届出がされた国内管理人あてに、第 67 条の４第３

項の届出があったときは、その届出がされた所有者不明専

有部分管理人あてに発するものとする。 
３ 第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項

の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場

所に掲示することをもって、これに代えることができる。 
４ 会議の目的が敷地及び共用部分等の変更又はこれに伴っ

て必要となる専有部分の保存行為等の実施に係る決議であ

る場合において、区分所有法第 17 条第５項の規定に基づ

き、第 47 条第４項の規定により議事を決しようとするとき

は、第１項に定める事項のほか、その旨及び同条第４項第

一号イ又はロに該当する理由をも通知しなければならな

い。 
５ 会議の目的がマンション再生等に係る決議であるとき

は、第１項に定める事項のほか、次の事項をも通知しなけ

ればならない。 
一 マンション再生等を必要とする理由 
二 マンション再生等をしないこととした場合における

当該建物の効用の維持及び回復（建物が通常有すべき効

用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその

内訳 
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当

該計画の内容 
四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金

額 
 五 建物が区分所有法第 62 条第２項各号に掲げるいずれ

かの事由に該当し、第 47 条第５項ただし書又は第６項た

だし書の規定により決議を行おうとするときは、その旨

及びその事由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ マンション再生等に係る決議を目的とする総会を招集す

る場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該

招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行

うための説明会を開催しなければならない。 
７ 第 45 条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞

なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなけれ

ばならない。 
８ 第１項（会議の目的がマンション再生等に係る決議であ

るときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理

事長は、理事会の承認を得て、１週間を下回らない範囲に

おいて、第１項の期間を短縮することができる。 

 
 
 
 
３ 第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の

届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に

掲示することをもって、これに代えることができる。 
４ 第１項の通知をする場合において、会議の目的が第 47 条

第３項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又

は建替え決議若しくはマンション敷地売却決議であるとき

は、その議案の要領をも通知しなければならない。 
 
 
 
５ 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案

の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。 
一 建替えを必要とする理由 
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の

効用の維持及び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含

む。）をするのに要する費用の額及びその内訳 
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該

計画の内容 
四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 

  
 
 
 
 
６ 会議の目的がマンション敷地売却決議であるときは、第４

項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければな

らない。 
一 売却を必要とする理由 
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 
 イ マンションが円滑化法第 102 条第２項第一号に該当

するとして同条第１項の認定（以下「特定要除却認定」

という。）を受けている場合 
次に掲げる事項 
（１） 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成

７年法律第 123 号）第２条第２項に規定する耐震改

修又はマンションの建替えをしない理由 
（２） （１）の耐震改修に要する費用の概算額 

ロ マンションが円滑化法第 102 条第２項第二号に該当

するとして特定要除却認定を受けている場合 
 次に掲げる事項 

（１） 火災に対する安全性の向上を目的とした改修

又はマンションの建替えをしない理由 
（２） （１）の改修に要する費用の概算額 

ハ マンションが円滑化法第 102 条第２項第三号に該当

するとして特定要除却認定を受けている場合  
次に掲げる事項 
（１） 外壁等の剝離及び落下の防止を目的とした改

修又はマンションの建替えをしない理由 
（２） （１）の改修に要する費用の概算額 

７ 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会

を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、

当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を

行うための説明会を開催しなければならない。 
８ 第 45 条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞

なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければ

ならない。 
９ 第１項（会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却

決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合に

は、理事長は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範

囲において、第１項の期間を短縮することができる。 
（総会の会議及び議事） 

第 47 条 総会の会議（WEB 会議システム等を用いて開催す

（総会の会議及び議事） 
第 47 条 総会の会議（WEB 会議システム等を用いて開催する
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る会議を含む。）は、前条第１項に定める議決権総数の過半

数を有する組合員が出席しなければならない。 
２ 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 
３ 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前２項に

かかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過

半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議

決権の各４分の３以上で決する。 
一 規約の制定、変更又は廃止 
二 敷地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著し

い変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に

関する法律（平成７年法律第 123 号）第 25 条第２項に

基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。） 
三 前号の敷地及び共用部分等の変更に伴って必要とな

る専有部分の保存行為等 
四 区分所有法第 58 条第１項、第 59 条第１項又は第 60

条第１項の訴えの提起 
五 その他総会において本項の方法により決議すること

とした事項 
４ 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前３項に

かかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過

半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議

決権の各３分の２以上で決する。 
一 敷地及び共用部分等の変更のうち、次に掲げるもの 

イ 敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵がある

ことによって他人の権利又は法律上保護される利益

が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけ

るその瑕疵の除去に関して必要となるもの 
ロ 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体

の負担を軽減することにより、その移動又は施設の利

用上の利便性及び安全性を向上させるために必要と

なるもの 
二 前号の敷地及び共用部分等の変更に伴って必要とな

る専有部分の保存行為等 
三 建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合

の滅失した共用部分の復旧 
５ マンション再生等に係る決議のうち、建替え決議、建物

更新決議又は取壊し決議は、第２項にかかわらず、組合員

総数及び議決権総数の各５分の４以上で行う。ただし、建

物が区分所有法第 62 条第２項各号に掲げるいずれかの事

由に該当する場合は、組合員総数及び議決権総数の各４分

の３以上で行う。 
６ マンション再生等に係る決議のうち、建物敷地売却決議

又は建物取壊し敷地売却決議は、第２項にかかわらず、組

合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各５

分の４以上で行う。ただし、建物が区分所有法第 62 条第２

項各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は、組合員

総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各４分の

３以上で行う。 
 （ア）電磁的方法が利用可能ではない場合  
７ 前６項の場合において、組合員が書面又は代理人によっ

て議決権を行使したときは、当該組合員の数は出席した組

合員の数に、当該議決権の数は出席した組合員の議決権の

数に、それぞれ算入する。 

 （イ）電磁的方法が利用可能な場合  

７ 前６項の場合において、組合員が書面、電磁的方法又は

代理人によって議決権を行使したときは、当該組合員の数

は出席した組合員の数に、当該議決権の数は出席した組合

員の議決権の数に、それぞれ算入する。  
８ 前７項の適用については、所有者不明専有部分管理人は、

組合員とみなす。 
９ 第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一

部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その

承諾を得なければならない。この場合において、その組合

員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 
 

会議を含む。）は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上

を有する組合員が出席しなければならない。 
２ 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 
３ 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかか

わらず、組合員総数の４分の３以上及び議決権総数の４分の

３以上で決する。 
一 規約の制定、変更又は廃止 
二 敷地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい

変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関す

る法律第 25 条第２項に基づく認定を受けた建物の耐震改

修を除く。） 
 
 
 
三 区分所有法第 58 条第１項、第 59 条第１項又は第 60 条

第１項の訴えの提起 
四 建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合の

滅失した共用部分の復旧 
五 その他総会において本項の方法により決議することと

した事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４

以上及び議決権総数の５分の４以上で行う。 
 
 
 
 
 
 
５ マンション敷地売却決議は、第２項にかかわらず、組合員

総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各５分の４

以上で行う。 
 
 
 
６ 前５項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によ

って議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。 
 
 
 
 
 
７ 第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部

の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾

を得なければならない。この場合において、その組合員は正

当な理由がなければこれを拒否してはならない。 
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10 第３項第二号及び第４項第一号において、敷地及び共用

部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別

の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合

員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合

員の承諾を得なければならない。この場合において、その

組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならな

い。 
11 第３項第四号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじ

め当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなけ

ればならない。 
12 総会においては、第 43 条第１項によりあらかじめ通知

した事項についてのみ、決議することができる。 

８ 第３項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専

有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきと

きは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分

の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければなら

ない。この場合において、その組合員は正当な理由がなけれ

ばこれを拒否してはならない。 
 
９第３項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当

該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければな

らない。 
10 総会においては、第 43 条第１項によりあらかじめ通知し

た事項についてのみ、決議することができる。 

 

2．改正標準管理規約に準拠して、みなさんのマンションの管理規約の内容を変更しなくても 

区分所有法に抵触しないが、適合しておく方がよい条文 

 

改正 標準管理規約 現行 標準管理規約 
（区分所有者の責務） 

第 20 条 区分所有者は、管理組合の構成員として相互に協

力し、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を

図るため、常に適正かつ円滑な管理を行うよう努めなけれ

ばならない。 
 

（区分所有者の責務） 
第 20 条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び

機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努

めなければならない。 
 

（敷地及び共用部分等の管理） 
第 21 条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合

がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただ

し、バルコニー等の保存行為（区分所有法第 18 条第１項

ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。）のうち、通常

の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がそ

の責任と負担においてこれを行わなければならない。 
２ 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体とな

った部分の保存行為等（区分所有法第 17 条第３項の「専

有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。）を共用部分の管

理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経

て、管理組合がこれを行うことができる。 
   以下略 

（敷地及び共用部分等の管理） 
第 21 条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合

がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただ

し、バルコニー等の保存行為（区分所有法第 18 条第１項

ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。）のうち、通常

の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がそ

の責任と負担においてこれを行わなければならない。 
２ 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体とな

った部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要

があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 
以下略 

（必要箇所への立入り等） 
第 23 条 前２条により管理を行う者は、管理を行うために

必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分若しく

は専用使用部分への立入り又は自らこれに保存行為を実

施することを請求することができる。 
２ 前項により立入り又は保存行為の実施を請求された者

は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 
３ 前項の場合において、正当な理由なく立入り又は保存行

為の実施を拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しな

ければならない。 
４ 前３項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が

発生した場合であって、緊急に他の者が管理する専有部分

又は専用使用部分への立入り又は保存行為の実施をしな

ければ、共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又

は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、自らそ

の専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は保存行

為を実施することができる。この場合において、理事長は、

委任した者にこれを行わせることもできる。 
５ 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に

復さなければならない。 

（必要箇所への立入り） 
第 23 条 前２条により管理を行う者は、管理を行うために

必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専

用使用部分への立入りを請求することができる。 
２ 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなけ

ればこれを拒否してはならない。 
３ 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した

者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 
４ 前３項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が

発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等

又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影

響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部

分に自ら立ち入り、又は委任した者にことができる。 
５ 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に

復さなければならない。 
 

（国内管理人） 
第 31 条の３ 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ち

にその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は

居所を書面により理事長に届け出なければならない。 
２ 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任

を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合

には、直ちにその旨を書面により届け出なければならな
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い。 
（所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外） 

第 67 条の３ 理事長は、ある専有部分の区分所有者を知る

ことができず、又はその所在を知ることができないとき

は、理事会の決議を経て、裁判所に対し、その区分所有者

（以下「所在等不明区分所有者」という。）以外の区分所有

者により総会の決議を行うことができる旨の裁判（以下

「所在等不明区分所有者の除外の裁判」という。）を請求す

ることができる。 
２ 理事長以外の区分所有者は、裁判所に対し、所在等不明

区分所有者の除外の裁判を請求したときは、遅滞なく、理

事長にその旨を通知しなければならない。 
３ 所在等不明区分所有者の除外の裁判が確定したときは、

それ以降に開く総会において、所在等不明区分所有者は、

議決権を有しない。この場合において、当該所在等不明区

分所有者、その有していた議決権及びその有する敷地利用

権の持分については、それぞれ組合員総数、議決権総数及

び敷地利用権の持分の総数から除外する。 
４ 前項の規定により総会の決議から除外する所在等不明

区分所有者に対しては、第 43 条第１項並びに第 44 条第１

項及び第２項の通知を発することを要しない。 
５ 第１項の裁判所への請求を行うこととなる場合は、理事

長は、当該請求に要した経費について、弁護士費用等を加

算して、当該所在等不明区分所有者に請求することができ

る。 
６ 前項に定める費用の請求については、第 60 条第４項の

規定を準用する。 
７ 第５項の規定に基づき請求した弁護士費用等及び請求

に要した費用に相当する収納金は、第 27 条に定める費用

に充当する。 
 
 （所有者不明専有部分管理命令） 
第 67 条の４ 理事長は、区分所有者を知ることができず、

又はその所在を知ることができない専有部分（専有部分が

数人の共有に属する場合にあっては、共有を知ることがで

きず、又はその所在を知ることができない専有部分の共有

持分）について、理事会の決議を経て、裁判所に対し、区

分所有法第 46 条の２に基づく所有者不明専有部分管理命

令を求める請求をすることができる。 
２ 理事長は、専有部分を管理する所有者不明専有部分管理

人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい

損害を与えたことその他重要な事由がある場合には、理事

会の決議を経て、裁判所に対し、所有者不明専有部分管理

人の解任を求める請求をすることができる。 
３ 所有者不明専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住

所又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である所

有者不明専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け

出なければならない。 
４ 理事長は、第１項の請求に基づき選任された所有者不明

専有部分管理人による所有者不明専有部分の管理に必要

な経費として管理組合が負担した費用について、当該専有

部分の区分所有者に請求することができる。 
５ 第１項の裁判所への請求を行うこととなる場合におい

て、理事長は、前項の経費のほか、当該請求に要した費用

について、弁護士費用等を加算して、当該専有部分の区分

所有者に請求することができる。 
６ 前２項に定める費用の請求については、第 60 条第４項

の規定を準用する。 
７ 第４項及び第５項に基づき請求した所有者不明専有部

分の管理に必要な経費、弁護士費用等及び裁判所への請求

に要した費用に相当する収納金は、第 27 条に定める費用

に充当する。 
 

（管理不全専有部分管理命令） 
第 67 条の５ 理事長は、区分所有者による管理が適切に行

われていない専有部分について、理事会の決議を経て、裁
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判所に対し、区分所有法第 46 条の８に基づく管理不全専

有部分管理命令を求める請求をすることができる。 
２ 理事長は、対象物件内の専有部分を管理する管理不全専

有部分管理人が管理不全専有部分等に著しい損害を与え

たことその他重要な事由がある場合には、理事会の決議を

経て、裁判所に対し、管理不全専有部分管理人の解任を求

める請求をすることができる。 
３ 管理不全専有部分管理人は、自らの氏名又は名称、住所

又は居所及び裁判所の命令を受けてその対象である管理

不全専有部分を管理する旨を遅滞なく理事長に届け出な

ければならない。 
４ 理事長は、第１項の請求に基づき選任された管理不全専

有部分管理人による管理不全専有部分の管理に必要な経

費として管理組合が負担した費用について、当該専有部分

の区分所有者に請求することができる。 
５ 前条第４項から第７項の規定は、前項の費用の請求につ

いて準用する。この場合において、「所有者不明専有部分管

理人」とあるのは「管理不全専有部分管理人」と、「所有者

不明専有部分」とあるのは「管理不全専有部分」と読み替

えるものとする。 

 

3．改正標準管理規約自体の見直しによるもの 

 

  改正 標準管理規約 現行 標準管理規約 
（修繕積立金） 

第 28 条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金

を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各

号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限

って取り崩すことができる。 
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 
三 敷地及び共用部分等の改良又は変更 
四 建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊

し敷地売却又は取壊し（以下「マンション再生等」とい

う。）に係る合意形成に必要となる事項の調査 
五 修繕積立金の管理及び運用 
六 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者

全体の利益のために特別に必要となる管理 
２ 前項にかかわらず、区分所有法第 62 条第１項の建替え

決議、区分所有法第 64 条の５第１項の建物更新決議、区

分所有法第 64 条の６第１項の建物敷地売却決議、区分所

有法第 64 条の７第１項の建物取壊し敷地売却決議又は区

分所有法第 64 条の８第１項の取壊し決議（以下「マンシ

ョン再生等に係る決議」という。）を経て、マンションの再

生等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号。以下

「円滑化法」という。）第９条第１項のマンション再生組合

の設立の認可、円滑化法第 45 条第１項に基づく事業の施

行認可、円滑化法第 113 条第１項に基づくマンション等売

却組合の設立の認可又は円滑化法第 163 条の６第１項に

基づくマンション除却組合の設立の認可を得るまでの間

においては、マンション再生等に係る決議の後であって

も、その事業に係る計画又は設計等に必要がある場合に

は、管理組合は、その経費に充当するため、修繕積立金を

取り崩すことができる。同様に、マンション再生等に係る

区分所有者の全員の合意の後であっても、その事業に係る

計画又は設計等に必要がある場合には、管理組合は、その

経費に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができ

る。ただし、取壊し以外のマンション再生等に係る計画又

は設計等に必要な経費に充当するために修繕積立金を取

り崩す場合は、管理組合の消滅時にその事業に参加しない

区分所有者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を

限度とする。 
３ 管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをし

（修繕積立金） 
第 28 条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金

を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各

号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限

って取り崩すことができる。 
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 
三 敷地及び共用部分等の変更 
四 建物の建替え及びマンション敷地売却、（以下「建替

え等」という。）に係る合意形成に必要となる事項の調

査 
 
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者

全体の利益のために特別に必要となる管理 
２ 前項にかかわらず、区分所有法第 62 条第１項の建替え

決議（以下「建替え決議」という。）又は建替えに関する区

分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え

等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号。以下

「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合の設立

の認可又は円滑化法第 45 条のマンション建替事業の認可

までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に

必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合

は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に

帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修

繕積立金を取り崩すことができる。 
３ 第１項にかかわらず、円滑化法第 108 条第１項のマンシ

ョン敷地売却決議（以下「マンション敷地売却決議」とい

う。）の後であっても、円滑化法第 120 条のマンション敷

地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷

地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充

当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅

時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立金

相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩す

ことができる。 
 
 
 
 
４ 管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをし

たときは、修繕積立金をもってその償還に充てることがで
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たときは、修繕積立金をもってその償還に充てることがで

きる。 
４ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなけ

ればならない。 

きる。 
５ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなけ

ればならない。 

（組合員名簿等の作成、保管） 
第 31 条の２ 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿（以下

「組合員名簿等」という。）を作成して保管し、組合員の相

当の理由を付した書面による請求があったときは、これら

を閲覧させなければならない。この場合において、閲覧に

つき、相当の日時、場所等を指定することができる。 
２ 理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員

名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付

した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める

情報を記入した書面を交付することができる。この場合に

おいて、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させる

ことができる。 
３ 理事長は、第 19 条第３項又は前条の届出があった場合

に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。 
４ 理事長は、毎年１回以上、組合員名簿等の内容の確認を

しなければならない。 

 

（国内管理人） 
第 31 条の３ 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ち

にその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は

居所を書面により理事長に届け出なければならない。 
２ 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任

を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合

には、直ちにその旨を書面により届け出なければならな

い。 
 

 （イ）電磁的方法が利用可能な場合  
（組合員名簿等の作成、保管） 

第 31 条の２ 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿（以下

「組合員名簿等」という。）を、書面又は電磁的記録により

作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電

磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させな

ければならない。この場合において、閲覧につき、相当の

日時、場所等を指定することができる。 
２ 理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員

名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付

した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求を

した者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書

面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが

できる。この場合において、理事長は、交付の相手方にそ

の費用を負担させることができる。 
３ 電磁的記録により作成された組合員名簿等の閲覧につ

いては、第 49 条第５項に定める議事録の閲覧及び提供に

関する規定を準用する。 
４ 理事長は、第 19 条第３項又は前条の届出があった場合

に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。 
５ 理事長は、毎年１回以上、組合員名簿等の内容の確認を

しなければならない。 

（組合員名簿等の作成、保管） 
第 64 条の２ 理事長は、組合員名簿及び居住者名簿（以下

「組合員名簿等」という。）を、書面又は電磁的記録により

作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面又は電

磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させな

ければならない。この場合において、閲覧につき、相当の

日時、場所等を指定することができる。 
２ 理事長は、前項の規定により閲覧の対象とされる組合員

名簿等に関する情報については、組合員の相当の理由を付

した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求を

した者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書

面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが

できる。この場合において、理事長は、交付の相手方にそ

の費用を負担させることができる。 
３ 電磁的記録により作成された組合員名簿等の閲覧につ

いては、第 49 条第５項に定める議事録の閲覧及び提供に

関する規定を準用する。 
４ 理事長は、第 19 条第３項又は第 31 条の届出があった場

合に、遅滞なく組合員名簿等を更新しなければならない。 
５ 理事長は、毎年１回以上、組合員名簿等の内容の確認

をしなければならない。 

（防火管理者） 
第 32 条の２ 理事長は、防火上必要な業務を行わせるため、

防火管理者を選任し、消防署に届け出なければならない。 
２ 防火管理者は、主に次の各号に掲げる防火管理上必要な

業務について、消防計画を作成し、消防署に届け出るほか、

当該消防計画に基づいた業務を行う。 
一 消火、通報及び避難の訓練の実施 
二 避難経路の確保及び点検 
三 消防用設備等の設置状況の確認及び点検 
３ 理事長は、前項の業務において防火管理者が改善を申

し入れたときは、必要な措置を講じなければならない。 

 
 
  新設 

                    以上 


